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衆
議
院
議
員
宮
崎
岳
志
君
提
出
安
倍
昭
恵
内
閣
総
理
大
臣
夫
人
の
学
校
法
人
加
計
学
園
に
関
係
す
る
イ
ベ
ン
ト
へ
の
出

席
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
及
び
二
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
そ
の
日
時
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
安
倍
内
閣
総
理
大
臣
の
夫
人
（
以
下

「
安
倍
総
理
夫
人
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
内
閣
総
理
大
臣
の
公
務
の
遂
行
を
補
助
す
る
こ
と
（
以
下
「
総
理
公
務
補
助
」
と

い
う
。
）
を
支
援
す
る
職
員
は
、
平
成
二
十
五
年
十
一
月
十
五
日
に
、
安
倍
総
理
夫
人
に
同
行
し
て
御
指
摘
の
調
印
式
及
び

大
会
が
行
わ
れ
た
岡
山
県
に
行
っ
た
。
ま
た
、
当
該
職
員
は
、
平
成
二
十
八
年
十
一
月
二
十
五
日
に
、
安
倍
総
理
夫
人
に
同

行
し
て
御
指
摘
の
大
会
が
行
わ
れ
た
岡
山
県
に
行
っ
た
。
各
同
行
に
当
た
り
、
当
該
職
員
の
交
通
費
は
、
い
ず
れ
も
、
安
倍

総
理
夫
人
の
私
的
経
費
に
よ
り
負
担
さ
れ
て
い
る
も
の
と
承
知
し
て
い
る
。

三
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
そ
の
日
時
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
安
倍
総
理
夫
人
に
よ
る
総
理
公
務
補

助
を
支
援
す
る
職
員
は
、
平
成
二
十
七
年
九
月
十
九
日
に
、
安
倍
総
理
夫
人
に
同
行
し
て
御
指
摘
の
講
演
が
行
わ
れ
た
兵
庫

県
に
行
っ
た
。
同
行
に
当
た
り
、
当
該
職
員
の
交
通
費
は
、
当
該
講
演
の
主
催
者
に
よ
り
負
担
さ
れ
て
い
る
も
の
と
承
知
し

一



て
い
る
。

二


